
 幼稚園型認定こども園正英幼稚園園則 

 

第１章    総則 

第 1 条   幼稚園型認定こども園正英幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培

うものとして 2 歳以上のこどもに対する教育並びに保育を必要とする子に対

する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適

当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子

育ての支援を行うことを目的とする。 

 

第２条   学校法人梅田学園が設置するこの幼稚園型認定こども園の名称は次のとおり     

      とする。 

         名称 認定こども園 正英幼稚園(以下 当園という。) 

 

第３条   当園は、神戸市北区泉台 5丁目 11番地に置く。 

 

      第２章   保育年限 保育期及び休業日 

 

第４条   当園に入園できる者は、2歳から小学校就学の始期に達するまでの 

幼児とする。 

     2.満 3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編成

するものとする。 

     3.1学級の園児数は 35人以下を原則とする。 

     4.学級は学年の初めの前日において同じ年齢にある園児で編成することを原則

とする。 

 

第５条  認定こども園正英幼稚園の定員は 240名とする。 

      

第６条  認定こども園正英幼稚園の利用定員は以下のとおりとする。 

1. 子ども・子育て支援法第１９条第１項第１号の認定を受けた子ども(以下「１号認

定子ども」という。)           ２１０名 

2. 子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号の認定を受けた子ども(以下「２号認

定子ども」という。)            ３０名 

3. 子ども・子育て支援法第１９条第１項第３号の認定を受けた子ども(以下「３号認

定子ども」という。)            ２０名 

 

 



第 7条  当園の保育年限は 1・2・3・4年とする。 

 

第 8条  １年を次の 3保育期に分ける。 

第１保育期   4月１日から 8月 31日まで 

第２保育期   9月１日から 12月 31日まで 

第３保育期   1月 1日から 3月 31日まで 

 

第 9条  1号子どもの休業日は、次のとおりとする。 

① 土・日曜日 

② 国民の祝日 

③ 春季休業  ３月 21日から４月 7日まで 

④ 夏季休業  ７月 21日から８月 31日まで 

⑤ 冬季休業  12月 21日から１月 7日まで 

⑥ 創立記念日 

⑦ その他園長が必要と認めた日 

⑧ ただし預かり保育等、園長が必要と認めた日は休園中も保育を行うことがで

きる。 

2. 2号認定子ども及び 3号認定子どもの休業日は、次のとおりとする。 

① 日曜日 

② 国民の祝日 

③ 創立記念日 

④ お盆、年末年始 

⑤ その他園長が必要と認めた日 

     

     第３章   教育課程、保育日時及び教職員組織 

第 10条   満 3歳以上の教育課程は幼稚園教育要領に基づき、幼児の心身の発達と地域

の実態を考慮し別に編成する。 

第 11条  1号認定こどもの始業及び終業の時刻は、次のとおりとする。 

          午前 8時半から午後 14時半まで。ただし季節により多少変更することがある。 

         2. 2 号認定子ども、3 号認定子どもの始業及び終業の時刻は、次のとおりとす

る。 

          イ)保育標準時間認定に係る保育時間(11時間) 

                    午前 7時半から午後 18時半までの範囲内で、保護者が保育を必要とする 

          時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により 

          保育が必要な場合は 7 時から 7 時半までまたは 18 時半から 19 時までの範囲     

内で時間外延長保育を提供する。 



          ロ)保育短時間認定に係る保育時間(8時間) 

          午前 8時半から午後 16時半までの範囲内で、保護者が保育を必要とする 

          時間とする。なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により 

          保育が必要な場合は 7 時から 8 時半までまたは 16 時半から 19 時までの範囲     

内で時間外延長保育を提供する。 

 

第 12条   当園に、次の教職員を置く。 

       1.園長      1名  

       2.教諭      13名 

       3.事務職員    2名 

       4.園医      2名（内科、歯科各 1名） 

       ５.薬剤師     1名 

 

       園長は園務を処理し、所属職員を監督し、必要に応じ教職員を増減するこ

とができる。 

 

第 4章    入園・退園・休園・修了 

第１3条   1号認定子どもについては申込みを行ったものから、園が入園者を決定する

ものとする。利用定員を上回る申し込みがあった場合は園の基準にもとづ

き選考を行い、入園者を決定するものとする。 

      2.2 号認定子ども、3 号認定子どもについては、福祉事務所の利用調整を経た

者を入園させるものとする。 

 

第１4条   1号認定子どもとして入園させようとする保護者は、所定の申込書に必要な

事項を記入し入園選考料3000円を添えて、園長に提出しなければならない。 

      2.2 号認定子ども、3 号認定子どもとして入園させようとする保護者は、所定

の申込書に記入押印し、神戸市に、必要な書類を添えて提出するものとす

る。 

 

第１5条   以下の場合には特定教育・保育の提供を終了し、退園休園させるものとする。 

1  支給認定保護者が退園を申し出たとき 

2 保育認定こどもに該当しなくなったとき(満 3 歳の子どもであつて１号

認定こどもとして利用を継続する場合を除く) 

3  その他、利用の継続について重大な支障または困難が生じたとき 

4 退園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に届けるもの

とする。 



 

第 16条   園長は、3号対象者の利用者負担額、毎月の給食代、通園バス代等を 3か月

以上滞納し督促に対し誠意をもって対応しない場合は園児を退園とするこ

とができる。園は退園後も未納分の利用者負担額、その他の費用を請求す

ることができる。 

 

第１7条   園児が小学校に就学するときは、卒園するものとする。 

 

第 5章    保育料及び入園料等 

第１8条  当園の徴収額は次のとおりとする。 

1. 1 号認定子どもは入園選考後園が指定する日、2 号認定子ども、3 号認定子

どもは満 3 歳以上の幼児教育を受ける年齢に達した場合はつぎの特別徴収

金を納めるものとする。 

        イ) 入園準備費      10000円 

        ロ) 教育・保育環境充実費 40000円 

2. 当園の保育料は 1 号認定こども・2 号認定こどもの公定価格の全額を施設型

給付費等による公費負担により無償、3号認定こどもは市県民税非課税世帯ま

で同様に無償とする。(毎月) 

3. バス通園費    利用者より相当額を徴収する。(毎月) 

 4 給食代     1号認定子どもは利用者により相当額を徴収する。(毎月) 

           2号認定子どもも利用者により相当額を徴収する。(毎月) 

      ただし、年収 360万円未満相当世帯の子ども、第 3子以降の子ども 

      については副食費を免除する。 

5. 延長・預かり保育費 1号認定子どもは利用者により相当額を徴収する。 

          ただし、「保育の必要性の認定を受けた」新 2号と新 3号子どもにつ

いては毎月の無償化上限額(新 2号 11300円、新 3号 16300円)まで 

                    450円×利用日数分を市から直接保護者へ支給する。 

          2号認定子ども、3号認定こどもは園児が居住する市町村が定める額

とする。(毎月) 

6.保護者会費    月額 300円(毎月) 

7.その他      年長組の卒園アルバム積立金等、特に別途必要な経費は必

要に応じて徴収する。 

8. 在籍者は、通園バス代、給食代等の必要諸費を毎月８日までにその月分をおさ

めなければならない。 

第 19条   この園則実施に必要な事項は園長が定める。 

 



 附則 

この園則は平成 16年 4月 1日から実施する。 

 附則 

この園則は平成１８年４月１日から実施する。 

 附則 

この園則は平成２１年４月１日から実施する。 

附則 

この園則は平成２7年４月１日から実施する。 

附則 

この園則は平成２8年４月１日から実施する。 

附則 

この園則は令和元年 10月１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


